
 第４号議案 

 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び

亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３９年亀岡

市条例第４８号）及び亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２６号）の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 

   平成２５年６月１３日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び

亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 （特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３９

年亀岡市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （特例期間中の給料の特例） 

９ 平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間にお

ける市長、副市長及び病院事業管理者の給料月額については、

第３条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されること

となる額から、その額に１００分の５．３を乗じて得た額に相

当する額（当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てるものとする。）を減じた額とする。ただし、手当（地 
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域手当を除く。）の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に

規定する額とする。 

 （亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例（昭和３０年

亀岡市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」

を付し、附則に次の１項を加える。 

 （特例期間中の給料の特例） 

２ 平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間にお

ける教育長の給料月額については、第３条の規定にかかわらず、

同 条 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る こ と と な る 額 か ら 、 そ の 額 に  

１００分の５．３を乗じて得た額に相当する額（当該額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。）

を減じた額とする。ただし、手当（地域手当を除く。）の額の

算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 
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特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び

亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部

を改正する条例案要綱 

 

 

１ 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国

家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成２５年７月１日から

平成２６年３月３１日までの間、市長等及び教育長の給与につい

て、次のとおり減額支給措置を実施すること。 

⑴ 給料月額を一律５．３％減額 

⑵ 給料月額に対する地域手当を一律５．３％減額 

 

２ この条例は、平成２５年７月１日から施行すること。 
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